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　大阪府北部地震は６月 18 日午前８時前に起こり、
高槻、枚方、茨木、箕面、吹田などの市域に大き
な被害をもたらしました。
　建物だけに限りますと、被害は比較的少なかった
のですが、ブロック塀の倒壊によって小学生が亡
くなる悲惨な事故がありました。ブロック塀はマン
ションにも多く使われています。建築基準法では
1.2 ｍ以上のブロック塀には控えの壁が必要ですが、
それがないブロック塀もまだ多く残っています。
　地震の後、マンションで一番多い問題はエレベー
ターが止まることです。エレベーターの止まり方
も、古いか新しいかで違います。古いエレベーター
では閉じ込められる危険性があります。大阪では
339 件の閉じ込めが起こったそうです。

「新耐震」以降のマンションは安全

　マンション管理業協会のアンケート調査により

ますと、近畿２府４県
の マ ン シ ョ ン の う ち、
今回の地震で大破また
は中破したマンション
はゼロでした。つまり、
今回の地震程度でした
ら、マンションは安全
だといえます。
　マンションの構造は、
柱と梁で支えるものと
壁と床で支える２つの
タイプがあります。昔の団地など５階ぐらいまで
の比較的低い建物は壁と床タイプですが、最近のマ
ンションのほとんどは柱と梁の構造になっていま
す。柱は地中深くの固い支持層まで杭を打ち、しっ
かり固定しています。どちらの構造でもしっかり
造られていれば、耐震性に問題はありません。
　マンションは形によっても強度に違いがありま
す。正方形に近いシンプルな形ほど揺れに強くな
ります。逆に１階の開口部が多い、いわゆるピロ
ティ形式だとバランスが悪くなります。壁がない
と柱に地震の揺れの力が集中してしまうためです。
阪神淡路大震災でも、こうしたマンションの多く
に重大な被害が出ました。
　歴史を振り返ると、日本の建築基準法は震災の教
訓を取り入れてきました。日本の建物の法律は大正
８年に施行された市街地建築物法が最初で、大正
13 年に市街地建築物法施行規則改正、昭和 25 年に
建築基準法ができています。（２面へ）

講演する松山功代表理事

「マンションは自宅避難が基本」
震災対策実践講座を開催

　集改センターは 2018 年 10 月 27 日、大阪市北

区の毎日インテシオ会議室で第９回新時代のマン

ションセミナー＆ワークショップ「マンション震災

対策実践講座」を開きました。第一部では松山功

集改センター代表理事が講師となり「大阪府北部

地震からみる～マンションが地震で倒壊しない理

由」について講演。第二部では大和ライフネクス

ト㈱事業開発部の丸山肇氏が、「マンション防災　

組織力を発揮できる組合・できない組合」をテー

マに、参加者とともにワークショップ形式で、マン

ションに合った防災マニュアルのつくり方を考え

ました。松山代表理事の講演要旨は次の通りです。
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　（１面からつづく）　建築基準法は大きな地震が
起きると改正されています。大きな改正があった
のは、1978 年の宮城県沖地震のあとです。
　1981 年の改正では「新耐震基準」が導入されま
した。簡単に言いますと、それまでの耐震基準は「横
揺れ」だけへの対策で、中地震までしか想定して
いませんでした。
　新耐震では、大地震でも建物が倒壊しないこと
が求められています。地震のあと使えなくなって
も一瞬ではつぶれない、というのが新耐震の考え
方です。阪神淡路大震災でも新耐震の建物が倒壊
した事例はありませんでした。
　旧耐震でもしっかりした建物はあります。ただ、
大きな揺れは想定していないので、補強が要る場
合もあるということです。新耐震の建物は倒壊し
ないので安全だといえますが、二次被害は少なか
らず受けます。建物がもっても、部屋の中の被害
は防げません。
　また、今年９月の台風でも、マンションに多く
の被害が出ました。マンションは台風の風に弱い
ということを改めて感じました。バルコニーのガ
ラスが割れ、バルコニーに出られないところもた
くさんあります。地震だけでなく、風水害の対策
にも備えが必要です。

組織力を発揮できる組合・できない組合

　第二部・丸山肇氏の講演要旨は次の通りです。
　　　　　　　　　　　　◇
　防災マニュアルはマンションと戸建て住宅では
違います。戸建て住宅のマニュアルをそのままマ
ンションにあてはめると、大きな間違いを記載す
ることになりかねません。
　マニュアルづくり自体は難しくはありません。例
えば、今年は「安否確認」、来年は「被災生活期に入っ

てから助け合うための訓練」など、毎年１つだけ
テーマを変えて防災マニュアルをつくっていけば
いいのです。
　マニュアル作成にあたっては、マンションの住
民どうしが話し合う必要があります。本日はグルー
プごとに分かれ、ワークショップで同じような議
論をしていただきます。
　結論から申しますと、防災マニュアルは「防災訓
練」のためのマニュアルです。実際、大地震が来
た時にマニュアルを取り出して読むことはできな
いと思います。訓練マニュアルをつくり、それに
基づいて訓練を行い、体で覚えることが大切です。

マンションの弱みと強みを知る

　マンションの「弱み」は、その「高さ」にあります。
エレベーターや水道が止まると、生活が困難になり
ます。人は１日３リットルの水が必要だといわれ
ます。飲料水を確保しておく必要があります。また、
簡易トイレを各住戸で備えておくことをお薦めし
ます。臨時のマンホールトイレを設置することも
可能ですが、とても全戸は使えません。
　逆にマンションの「強み」は、建物の「堅ろうさ」
です。もう一つの強みは「コミュニティ」にあり
ます。マンションの「近所力」が役に立ちます。
　行政は戸建ての人たちの人数分を想定して避難
所を考えています。むしろ避難所に行くリスクよ
りも、自宅マンションで避難生活を送るほうがリ
スクは少ないのです。熊本地震の場合でも、地震
の直接の被害で亡くなった方より、被災後の生活
で亡くなった方のほうが多かったのです。
　被災後もマンションで生活できるなら、それに
基づいたマニュアルをつくるべきなのです。

（７面へ）

管理組合役員らが熱心に聴講

講演する丸山肇氏
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事業開発部　西日本事業開発課
〒532-0011
大阪市淀川区西中島5丁目14番22号
TEL 06-6306-3836   FAX 06-7662-8642
www.daiwalifenext.co.jp
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講　師：安達 博好（集改センター正会員　設計監理事業部・設備担当）

「建設現場における新築工事と改修工事の違い」

　マンション等の集合住宅で改修工事が行われるの
は、新築時から 10 ～ 15 年程度経過した頃になりま
す。新築時よりも施工方法・技術も向上しています。
また使用する材料も技術の進歩により同一素材を用
いていてもその性能がアップしています。
　例えばビニール管は火災等の熱に弱くて従来は使
える箇所に制限がありましたが、熱で溶けることに
よって管内の酸素供給を止める、という方法によっ
て弱点をクリア、使用範囲が広がっています。また
建築基準法などの法律の改正によっても施工方法の
変更が必要な場合もあります。

目指すところの違い

　新築工事はデベロッパー等が売れる物件を作る
ことを第一に考え、外国製の豪華な印象の洗面台や
キッチンを使うなど購買意欲を刺激するものを取り
入れるが、少々問題があっても、納期を重視してコ
ストカットを図ります。
　一方、改修工事の目指すところは、住みよい環境

を維持するというところにあります。新築時にコス
ト優先でおざなりにされた部分を、今後の保守・保
全を考えて新たな設備を付け加える場合もありま
す。
　新築工事においては、購買者の注意をひきつけな
いメンテナス関係の設備を削ることによってコスト
ダウンを図ることがあります。改修工事においては、
将来のことを考えてメンテナンスに必要な設備が欠
落している場合は、新たに設置することにより、トー
タルでのコストダウンを考えます。
　新築時には、見た目の豪華さに目を奪われがちで
すが、設備を改修する場合はどうするのだろう、と
いう観点からも見ることが必要です。難しいことで
すが、改修工事を行う場合は今回の工事だけではな
く、今後 10 年、20 年いや 50 年先くらいまで先を俯
瞰して判断することが大事です。改修工事の良し悪
しによって、資産価値も変わってくるという意識を
持ちましょう。

スキルアップセミナーより

　集改センターでは昨年 11 月３
日、「第 1 回外部公開セミナー」を
開催しました。
　主に入社２年目以後の技術者を

対象に、改修工事における基本的な専門知識と施
工技術を学ぶ場を設けたものです。
　当日は約 70 人が参加。大規模修繕工事に関係す
る下地補修・シール・塗装・防水工事についての
講義と考査問題を行いました。

集改塾 「第 1回外部公開セミナー」を開催
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　（２面からつづく）引き続きワークショップに移
り、具体的な事例をもとにグループごとに議論を
深めました。
　　　　　　　　　　◇
　丸山講師はマンションの強みと弱みを考えた場
合、どの部分が間違いで、正しい対応はどうある
べきかを参加者とともに考えました。

戸建てとマンションとの違い

（例１）「大地震で停電になったら、エレベーター
も動かない。安否確認や備蓄品の分配もあるので、
全員、階段を使って、エントランスに集まっても
らうようにしよう」
―安否確認はフロアー単位で、その時マンションに
いる人が行います。また、備蓄品の分配は被災生
活期に行うべきで、発災期は安否確認や救助に徹
します。火災でない限り、地震直後に安易に階段
で降りないようにしましょう。高齢者や妊婦など、
自宅に戻れない人も出てしまいます。

（例２）「大地震になったら避難しなくてはならな
いので、避難場所の地図をマンションに掲示して
おこう」
―マンションでの避難の考え方を示さず、避難場所
の地図を掲示してしまえば、発災したら避難所に
行くということを植えつける恐れもあります。マ
ンションの基本は「自宅避難」です。
　　　　　　　　　　　◇
　各グループからの発表を受け、丸山講師は熊本
地震の事例を挙げて説明しました。熊本地震では
マンション住民の多くがマンションを離れたため、
災害ゴミが放置されたり、給水復旧後の漏水、長

時間車中で過ごしたことによるエコノミークラス
症候群などの二次災害が起きました。
　　　　　　　　　　◇
　防災マニュアルづくりのコツは、テーマを絞り込
んで一歩ずつ進めることです。例えば「今年の防
災訓練は、マンション内の安否確認をしてみよう」
と決め、安否確認だけのマニュアルを作ります。来
年は、再来年はと、防災訓練に合わせて作成します。
　防災訓練マニュアルができると、次は復興マニュ
アルが必要になります。これには法律や行政の関
係など、専門性も必要になります。

「楽しさ」を加える工夫を

　防災マニュアルづくりで大切なことは「楽しさ」
を加える工夫です。楽しくなければ、誰も参加して
くれません。まじめに、真剣に防災マニュアルを
作成しようという志は素晴らしいのですが、それ
では同じ価値観の人しか参加しません。そこに「楽
しさ」を加える工夫が必要です。
　楽しい工夫の例として「防災七夕まつり」はい
かがでしょうか。願い事の短冊を吊るす竹を２本
用意します。１本は願い事を、もう１本は「防災
の備え」をテーマに、子どもたちに書いてもらい、
コンテストとして表彰なども行います。
　「防災机上訓練」もいいでしょう。マンションの
住民が集まって、防災をテーマに楽しく話し合いま
す。話し合いを通してイメージをふくらませ、全
体で共有していきます。コミュニティーの中で顔
を合わせ、話し合うことで近所力も深まります。
　　　　　　　　　　　◇
　ワークショップ終了後は、参加者どうしの交流
会を催し、盛会のうちに終了しました。

ワークショップではグループごとに議論

グループの代表者がまとめて発表

防災マニュアルのつくり方
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入会のご案内
■正会員（入会金 6000 円、会費 1500 円 / 月）

　マンション購入を考えている方、マンション管理組

合役員あるいは区分所有者、マンション管理士など

マンション関連資格所有者などの個人が対象です。

広報紙『集改ニュース』をお届けし、お得なマンショ

ン情報やセミナー、住民交流会等をご案内します。

■顧問契約会員（ネットワーク会員）

　マンション管理組合が対象です。『集改ニュース』

を戸数分送付、住民交流会、セミナー等にご優待、

広報チラシ作成、ＨＰ作成等のマンション相談も受

付けます。

◎本部事務局（06-6943-8383）へお問い合せください

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改セン
ター）は、建物の大規模修繕・改修工事などのハー
ド面、及び日頃の管理組合運営に関するソフト面の
両面から、マンションにお住まいの方々を支援する
専門家の集団です。
■代表理事　松山　功（一級建築士）
■会員
　一級建築士・マンション管理士・弁護士など 75 名
■ＮＰＯ法人認証
　平成 15年 1月 31日（認証番号 府活第 2-290 号）
■一級建築士事務所登録の年月日
　平成 18 年 12 月 1 日
一級建築士事務所番号 大阪府知事登録 ハ - 第 22027 号

集改センターの概要 ***** ***** **********

　改正民法は、2020 年の 4 月 1 日に施行されます。
今回のセミナーで説明する管理費の時効、瑕疵のあ
る建物に対する各種の請求などの法律関係は、施
行日以降に適用されることをご理解願います。

消滅時効は５年に

　管理費等の時効については、５年説と 10 年説が
争点となっていましたが、今回の改正により５年説
が明確となりました。管理費等の滞納が４年を経過
すれば、訴訟等の法的手段をとることが重要になっ
てきます。滞納の起算点については、理事長や管
理組合ではなく、入出金の管理を委託している管
理会社が滞納を知った時、と考えるのが妥当だと
思われます。

損害金の利率について

　利息を発生させる債権の法定利率が年５％から
３％へ引き下げられました。多くの管理組合におい
ては標準管理規約を参考に年 14. ６％と管理規約に
規定されていると考えられ、この場合は管理規約の
規定が優先されるので、問題はありません。個人
的には年 14. ６％の利率というのはどうなのか、と
いう思いがありますが。

瑕疵担保責任は契約責任に

　今回の改正において、「法定責任説」が否定され
「契約（債務不履行）責任説」が採用されました。

改正前において
用いられてきた

「瑕疵」「瑕疵担
保責任」という
概念を使うのを
止め、「契約の内
容に適合しない（契約不適合）」という概念を用い
ることとしています。
　従来、売主は建物の瑕疵については担保責任、つ
まり法定責任を負うだけと考えられていましたが、
今後は売買契約の内容に適合しない場合は、買主に
追完請求権や代金減額請求権を認めたうえで、損害
賠償請求権・解除権をも認めています。改正民法施
行後は、例えば外壁タイルの剥離があった場合に、
契約不適合ということになれば、買主は売主にそ
の修補等の履行の追完を請求することができるよ
うになります。

分譲契約の内容の理解を

　マンションのような区分所有建物において、契約
不適合の箇所が「共用部分」に存在している場合は、
追完請求権を行使できるのは、区分所有者の団体と
しての管理組合や管理者（管理組合の理事長）と
考えるのが適当だと思われます。
　個々の区分所有者に行使を認めることは、統一
的な見解が出なくなり、混乱を生じるため、個々
の権利は制約を受けるものと考えられます。
　また、売主も改正民法の施行に備え、契約書の内
容について検討を進めてくると思われるので、購
入を考えている場合は、分譲契約の内容をよく理
解することが重要になってきます。

講師：九鬼正光（集改センター正会員・弁護士）

「改正民法はマンション管理の現場に
どのような影響を与えるか」

スキルアップセミナーより


